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生後1～2か月の赤ちゃんがいる全てのお
宅に保健師等が訪問し、体重測定や予防接
種・健診の説明などを行います。

こんにちは赤ちゃん訪問

健康や子育ての相談に応じます。
市役所アトレ庁舎1階
月～金曜日（祝休日は除く）
午前9時～11時　※予約不要。
市役所大井川庁舎1階　健診コーナー
午前9時30分～10時30分
※要予約。事前にお電話にてご予約ください。

母子健康相談室

乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん訪
問）時、アンケートと面談を行い、申請によ
りこども1人につき子育て応援ギフト5万
円を支給します。

子育て応援ギフト

月～金曜日（祝休日は除く。時間は予約時
にご相談ください。）
管理栄養士が妊産婦、乳幼児の食事につい
ての相談に応じます。

場 所 �市役所アトレ庁舎1階

母子栄養相談（予約制）

場所・方法 �乳児健康診査委託医療機関に予
約し、受診してください。

持ち物 母子健康手帳、健康診査票

乳児健康診査（4か月児・10か月児健診）

出産したら

内 容 �小児科医師の講話� �
親子ふれあい広場体験ツアー（希
望者のみ）

予 約 要予約　定員15名
対 象 生後3～5か月児の保護者
会 場 �アトレ庁舎1階

子育て教室

お困りのことがあれば、こども家庭
センターにご相談ください。

問合先 �こども家庭センター� �
（健康づくり課母子保健
担当）

所在地 �市役所アトレ庁舎1階（本町5-6-1）
電話番号 ☎627-4115

出産後のサポート
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お願い
県外にて産婦健康診査を実施する場
合、産婦健康診査を受診する医療機関
に渡していただきたい書類を母子健康
手帳交付時にお渡しします。
母子健康手帳交付以降、県外にて産婦
健康診査を実施することになった場
合、事前にご連絡ください。

内 容 �管理栄養士による離乳食初期の
講座とミニ実習

予 約 �要予約　定員10名
対 象 生後3～5か月児の保護者
会 場 �アトレ庁舎1階

離乳食教室

対象者 �焼津市に住所を有し、静岡県外等
の委託医療機関以外で、産婦健康
診査を受けた方

産婦健康診査費償還払給付�

�産婦健康診査費給付申請書兼請求書� �
（第3号様式）
�産婦健康診査を受けた医療機関発行の
領収書・明細書と写し（コピー）

　�※�領収書・明細書は写し（コピー）を提
出していただき、本書は申請済と押
印しお返しします。

�健診結果と質問票が記入されている産
婦健康診査の検査の内容がわかるもの
（診療内容明細書など）
�産婦健康診査受診票（焼津市で発行したもの）

　�※�受診票に記載されている検査内容は
原則必須です。

母子健康手帳　　 印鑑

申 請 に 必 要 な も の

※�助成の対象となる検査や助成額、申請方
法等はホームページをご確認ください。

申請期間 受診日の翌日から6か月未満
申請先 �こども家庭センター� �

（健康づくり課母子保健担当）
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届出・手続きが必要です　　 必須 必ず行いましょう　　 関連ページへ　　 スマートフォンを活用

対象者 �焼津市に住所を有し、静岡県外の
医療機関で、新生児聴覚スクリー
ニング検査を受診した方

新生児聴覚スクリーニング検
査費償還払給付�

�新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書
（第3号様式）
�新生児聴覚スクリーニング検査を受け
た医療機関発行の領収書・明細書と写
し（コピー）

　�※�領収書・明細書は写し（コピー）を提
出していただき、本書は申請済と押
印しお返しします。

�新生児聴覚スクリーニング検査の検査
内容がわかるもの（診療明細書など）
�未使用の新生児聴覚スクリーニング受
診票（焼津市で発行したもの）
母子健康手帳　　 印鑑

申 請 に 必 要 な も の

対象者
①�焼津市に住所がある出産後1年を経過し
ていないお母さんと赤ちゃん
②�お母さんの体調や育児に不安がある等、
産後ケアを必要としている方
③�赤ちゃんとお母さんともに、医療行為の
必要がない方

支援内容
お母さんの心身の安定を図るため、休養の
機会の提供や、委託施設の助産師による授
乳に関するケア、育児のアドバイスが受け
られます。
ショートステイ（宿泊型）、デイサービス
（日帰り型）、訪問型の3種類があります。
申請方法や施設など詳細については、こど
も家庭センター（健康づくり課母子保健担
当）へお問合せいただくか、ホームページ
にてご確認ください。

産後ケア事業�

※�助成の対象となる検査や助成額、申請方
法等はホームページをご確認ください。

申請期間 出産日の翌日から6か月以内
申請先 �こども家庭センター� �

（健康づくり課母子保健担当）
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